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子ども達がスポーツや文化芸術活動に親しみ、心豊かに育つために 

学校部活動の地域連携・地域展開  を進めています 
   

神楽 

さんさ踊り 

     部活動を取り巻く環境 
生徒数の減少により、現状のままで部活動を継続することは難しくなっています。また、加入も希望制になりました。 

 

花巻市の取組 
地域連携型学校部活動、地域クラブによる 

持続可能なスポーツ・文化芸術活動の場の確保      子ども達が気軽に芸術文化活動や 
民俗芸能活動に取り組める体制づくり 

読み聞かせ 

生け花 

〇受け入れ可能な芸術文化・民俗芸能団体を紹介するチラシの配布 
〇芸術文化・民俗芸能団体と中学校との交流会の実施 

地域クラブの良さ 
◎学校の枠を超えて活動できます。 
◎小学校の時と同じ指導者のもとで 

活動できます。 
◎たくさんの人数で活動できます。  ～詳しくは裏面をご覧ください～ 

・自分がやりたい部が学校にない 

・部員が少ないので練習できない 

・専門の指導者の指導を継続的に受けたい 

・音楽や美術などの多様な活動をしたい 

・神楽や鹿踊りなどの伝統芸能に 

取り組みたい 

《大迫中学校と大迫町芸術文化協会との交流会》 



１ 部活動の地域連携・地域展開はどのようなスケジュールで進められるのですか？ 

国では、令和５年度～令和７年度までを改革推進期間、令和８年度～令和 13 年度までを改革実行期期間とし

て部活動の地域連携・地域展開を進め、令和 13 年度末には、休日の部活動が地域展開により取り組まれている

ことを目標としています。 

市でもこの方針を受け、地域の現状を踏まえ、生徒や地域及び保護者の皆様のご意見をいただきながら学校部

活動の地域連携・地域展開を段階的に進めていきます。 

 

   令和５年度～７年度  令和８年度～10年度（前期）  令和 11年度～13年度（後期）） 

 

 

 

２ 現在、登録している地域連携型学校部活動・地域クラブはどれくらいありますか？ 

（１）地域連携型学校部活動登録団体 ５８部（単独型５４部 合同型４部）） 

    合同型に登録して活動している部は次の通りです。 

    ・花巻中・花巻北中女子ハンドボール部    ・南城中・西南中女子バスケットボール部 

    ・大迫中・石鳥谷中男子バレーボール部        ・南城中・大迫中女子バレーボール部 

    ※合同型に登録すると、一つの学校が登録人数を超えた場合でも同じチームで中総体に出場できます。 

（２）地域クラブ登録団体 ２６団体  

      地域クラブ活動として登録している団体を詳しく知りたい方は、  

   二次元コードをクリックしてください。 

                       

   https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/kyoiku/oshirase/1023385.html 

 

３ 地域連携型学校部活動や地域クラブ活動の良さは何ですか？  

（１）（共通）地域連携型学校部活動・地域クラブ活動 

    ・スポーツ・文化芸術指導員が配置されることで、専門的・継続的な指導が行われます。 

   ・スポーツ・文化芸術指導員には、一年間に１団体、105時間の範囲内で、１時間当たり 1,600円の謝礼と 

旅費が支払われます。 

  ・市総合体育館や市民体育館等、学校と同様程度の減免となります。 

   （市総合体育館：月４時間以内全額免除、月４時間を超えた分については１／２減額） 

  ・市内小中学校の屋外照明代が減免となります。 

（２）地域連携型学校部活動 

   ・地域連携型学校部活動合同型に登録すると｢花巻市中学校体育連盟合同チーム規程｣の改定により、従来の 

    合同チーム編成基準を満たさなくても中体連主催の大会に出場できます。 

   ・地域連携型学校部活動に登録すると、スポーツ・文化芸術指導員の指導の下での生徒の事故等が発生した 

    場合には、日本スポーツ振興センター災害給付金の対象となります。また、練習試合等の移動の場合も学 

    校の教育計画に基づいて出発から解散まで適切な指導がなされている場合にも対象となります。 

（３）地域クラブ活動 

    ・学校の部ではないので、複数の学校が一緒にチームを組むことができます。 

  ・自校に希望する部がない場合には、地域クラブに所属して活動を継続することができます。 

 

４ 生徒の受け入れ可能な芸術文化団体、民俗芸能団体は？ 

  現在、中学生の受け入れ可能な芸術文化団体は２２団体、民俗芸能団体は７団体です。 

  詳しく知りたい方は、二次元コードをクリックしてください。 

 

  https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/kyoiku/1024167/1024176.html 

 

 詳しくお知りになりたい方は、教育委員会学校教育課（41-3146 担当：川村 小原）まで連絡願います。  

改 革 推 進 期 間 改 革 実 行 期 間 


